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第１回 難病対策委員会 
 

（参考資料） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康局疾病対策課 
 

平成 13 年 9 月 19 日 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



主な公費負担医療制度 
 

性 格 根 拠 法 等 医療給付名 給 付 率 費用徴収等 13年度予算額 
療 養 の 給 付 戦傷病者特別援護法 

更 正 医 療 

19.0億円 

認定疾病医療 

10割 
(全額国庫) 

1.5億円 原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律 一般疾病医療費 338.9億円 

補償(的)給付 

予防接種法 医 療 費 

保険の自己負担分 
(保険優先) 

 
 
無 

680万円 

結核予防法 命令入所医療 83.5億円 
精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律 
措置入院医療 40.8億円 

麻薬及び向精神薬取締法 措置入院医療 

 
保険の自己負担分 
(保険優先) 

467千円 
一類感染症等の患者の入

院 
保険の自己負担分 
(保険優先) 

強制措置に伴う医療(社会
防衛・公共の福祉) 

感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関

する法律 
新感染症の患者の入院 10割(全額公費) 

 
 
 
所得に応じた費用徴収あ

り 
0.6億円 

結核予防法 適 正 医 療 5.7億円 適正医療の普及を目的と

する給付 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律 
通 院 医 療 

保険の自己負担分 
(保険優先) 
(但し医療費の 95%を限度) 

 
(医療費の 5%相当額を自己
負担) 

414.6億円 

特定疾患治療研究事業 医 療 費 定額負担(重症者除く) 204.1億円 治療研究給付 
小児慢性特定疾患治療研

究事業 
医 療 費 

 

保険の自己負担分 
(保険優先) 無 98.3億円 

生活保護法 医 療 扶 助 ― 7022.8億円 
更 正 医 療 59.2億円 
育成医療(障害児等) 22.6億円 

身体障害者福祉法 

療育の給付(結核児) 878万円 
児童福祉法 児童保護措置 ― 

福祉的給付 

母子保健法 養育医療(未熟児) 

 
 
保険の自己負担分 
(保険優先) 

 
 
所得に応じた費用徴収あ

り 

17.0億円 
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【説【説【説【説    明】明】明】明】    

 
公費負担医療とは,国や地方公共団体が実施主体となり,公費を財源とし 

て,医療費等を負担する制度であり、現在 20 数種の公費負担医療がある。 
公費負担医療には,戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国がその責 

任において補償をすべき性格のものや,結核予防法に基づく命令入所などの強 
制措置をとるような場合に,患者に対して医療を提供するもののほか,低所得 
者,身体障害者,経済的・社会的弱者に対して医療費負担を軽減する福祉的給 
付など,様々な性格のものがある。 
 
これらの医療費の負担は,全額を国や地方公共団体が負担するものと保険優 

先のものがある。保険優先の場合は,健康保険等から保険給付が行われ,その 
残りの部分(患者負担分)が公費で負担されることとなる。なお,これらの公 
費負担医療では,所得に応じて費用徴収等が行われることがある。 
なお,結核・精神障害者等における公費優先の公費負担医療は,それぞれ法 
律改正により,平成 7年 7月から従前の公費優先の仕組みが保険優先の仕組み 
に改められている。 
 
また,平成 11 年 4 月,「伝染病予防法」を中心として実施されてきた感染症 

対策が全面的に改められるとともに,併せて個別対策法としての「性病予防 
法」と「後天性免疫不全症侯群の予防に関する法律」(エイズ予防法)は廃止 
統合され,総合的に感染症対策を推進するために,「感染症の予防及び感染症 
の患者に対する医療に関する法律」が制定された。これにより,新興感染症を 
含め感染症を新たに類型化するとともに,入院勧告による新感染症の医療は全 
部公費負担,入院勧告による一類感染症の医療については保険優先とされた。 
    
    
    
    
    

資料資料資料資料::::目で見る医療保険白書目で見る医療保険白書目で見る医療保険白書目で見る医療保険白書    
――――医療保障の現状と課題医療保障の現状と課題医療保障の現状と課題医療保障の現状と課題----((((平成平成平成平成 13131313年版年版年版年版))))    
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図 1-1-6都道府県別標準化受給者数比 
男 

 
 
図 1-1-7都道府県別標準化受給者数比 

女 

 
 

標準化(新規)受給者数比= 
 
ただし、 
期待(新規)受給者数 
={全国の年齢階級別人口当たり(新規)受給者割合×該当県の年齢階級別人口} 
の全年齢階級についての総和 
 

表 1-1-5.標準化受給者数比, 
都道府県・性別 

都道府県 男 女 
北海道 
青森 
岩手 
宮城 
秋田 
山形 
福島 
茨城 
栃木 
群馬 
埼玉 
千葉 
東京 
神奈川 
新潟 
富山 
石川 
福井 
山梨 
長野 
岐阜 
静岡 
愛知 
三重 
滋賀 
京都 
大阪 
兵庫 
奈良 
和歌山 
鳥取 
島根 
岡山 
広島 
山口 
徳島 
香川 
愛媛 
高知 
福岡 
佐賀 
長崎 
熊本 
大分 
宮崎 
鹿児島 
沖縄 

1.25 ** 
0.88 * 
0.95* 
0.96* 
0.88** 
0.86** 
1.07** 
0.76** 
1.11** 
1.13** 
0.85** 
0.91** 
0.87** 
1.00 
1.20** 
1.22** 
1.09** 
0.86** 
0.73** 
0.91** 
0.63** 
1.06** 
0.79** 
1.13** 
1.06* 
1.13** 
1.11** 
0.94** 
0.90** 
0.92** 
1.13** 
1.15** 
1.33** 
0.95** 
1.08** 
1.19** 
1.12** 
1.09** 
1.35** 
1.06** 
0.95 
1.29** 
1.19** 
1.11** 
1.17** 
1.14** 
0.91** 

1.28** 
0.82** 
0.92** 
0.95** 
0.90** 
0.80** 
0.98 
0.80** 
1.13** 
1.12** 
0.95** 
1.03** 
0.96** 
1.13** 
1.13** 
1.17** 
1.12** 
0.85** 
0.76** 
0.88** 
0.70** 
1.00 
0.86** 
1.08** 
0.94** 
0.99 
1.07** 
0.95** 
0.90** 
0.88** 
1.09** 
1.14** 
1.20** 
O.88** 
0.99 
1.09** 
1.02 
1.02 
1.19** 
0.95** 
0.89** 
1.13** 
1.03* 
1.04* 
0.99 
0.99 
0.95* 

*:p<0.05,**:p<0.0l 

 
実際の(新規)受給者数 
期待(新規)受給者数 
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